
 第８４号議案

  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成２９年１１月２９日

                   品川区長  濱  野   健

   学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）

の一部を次のように改正する。

  第３０条第２項中「１００分の９０」を「、６月に支給する場合において

は１００分の９０、１２月に支給する場合においては１００分の１００」に、

「１００分の１１０」を「、６月に支給する場合においては１００分の１１

０、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」に改める。

第２条 学校教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

  第３０条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の９０、１

２月に支給する場合においては１００分の１００」を「１００分の９５」に、

「、６月に支給する場合においては１００分の１１０、１２月に支給する場

合においては１００分の１２０」を「１００分の１１５」に改める。

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３０年４月１

日から施行する。 

 （説明）学校教育職員の勤勉手当に係る支給月数を改める必要がある。


